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野洲市民病院整備事業に関する住民訴訟の現状について（No.1） 

 

第１ 第１次住民訴訟に関する第８回口頭弁論 

  １ 第８回口頭弁論までの経緯 

    「野洲市民病院整備事業に関する住民訴訟の現状について（No.2）」３ページ

以降を参照してください。 

  ２ 第８回口頭弁論の内容等 

  （１）陳述した準備書面 

    第８回口頭弁論では、次の準備書面を陳述し、証拠書類の提出を行いました。 

     ○（野洲市）準備書面（５）・・・・・・令和２年２月 20日付 

     ○（原告ら）準備書面７ ・・・・・・・令和２年４月６日付 

     ○（野洲市）準備書面（６）・・・・・・令和２年４月７日付 

     ○（原告ら）準備書面８ ・・・・・・・令和２年４月 16日付 

     ○（原告ら）準備書面９ ・・・・・・・令和２年７月６日付 

  （２）第８回口頭弁論の内容 

     第８回口頭弁論において、期日当日に手渡しで、原告らから証拠申出書が提

出されました。野洲市は、すでに証拠申出書や証人予定者の陳述書を提出して

いたため、次回期日にて証人尋問を行うことを希望している旨を裁判所に伝え

ました。 

     これに対して、裁判所は、原告側の証人も含めて一括して証人を採用して尋

問を行いたい旨述べ、原告らに対して、証人として申請した者の陳述書を出す

ように伝えました。また、裁判所は、野洲市に対して、原告らが主張する証人

を採用すべきかの意見を出すように伝えました。 

     裁判所は、原告らより提出された陳述書の内容及び野洲市からの意見を考慮

して、証人を決定するとしました。そのため、次回に証人尋問を行う証人を確

定し、次々回に証人尋問を行う予定となりました。 

     以上のことから、第１次訴訟は、第１審の終盤に入ります。 

  ３ 今後の予定 

    ○令和２年９月４日（金）・・・・・書面提出日 

     原告：原告らが申請した証人の陳述書提出 

     被告：答弁書及び原告らの証拠申出書に対する意見の提出 
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    ○令和２年９月 17日（木）13：30・・第９回口頭弁論期日 

    ○次々回期日（期日未定）・・・・・・証人尋問予定 

 

第２ 第２次住民訴訟に関する第２回口頭弁論 

  １ 第２回口頭弁論までの経緯 

    「野洲市民病院整備事業に関する住民訴訟の現状について（No.2）」５ページ

以降を参照してください。 

  ２ 第２回口頭弁論の内容 

    第２回口頭弁論では、次の準備書面を陳述し、証拠書類の提出を行いました。 

    ○（野洲市）準備書面（１）・・・・・・令和２年２月 28日付 

    ○（原告ら）準備書面１ ・・・・・・・令和２年４月 13日付 

    ○（野洲市）準備書面（２）・・・・・・令和２年７月３日付 

  ３ 今後の予定 

    第３回口頭弁論期日は、令和２年９月 17日（木）13：30に決定しました。な

お、原告らの準備書面の提出期限については、期日１週間前程度とされました。 

 

以上 
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野洲市民病院整備事業に関する住民訴訟の現状について（No.2） 

 

第１ はじめに 

   野洲市民病院整備事業に関しては、現在、２つの住民訴訟が提起されています。 

   一つ目の住民訴訟は、基本設計と実施設計に関する裁判（以下「第１次住民訴訟」

といいます。）です。 

   二つ目の住民訴訟は、野洲市民病院整備事業の整備工事契約の差止め、解散前の

特定医療法人社団御上会野洲病院（以下「旧野洲病院」といいます。）と野洲市と

の事業譲渡契約に関する損害賠償や旧野洲病院に貸し付けた債権の放棄の差止め、

第１次住民訴訟の弁護士費用の損害賠償に関する裁判（以下「第２次住民訴訟」と

いいます。）です。 

 

第２ 第１次住民訴訟 

  １ 現在までの経緯 

    ○平成 30年９月 27日 原告らによる住民監査請求の提起 

    ○平成 30年 11月 21日 住民監査請求結果の通知 

    ○平成 30年 12月７日 原告らによる訴えの提起 

    ○平成 31年２月 14日 第１回口頭弁論期日 

    ○平成 31年３月 26日 第２回口頭弁論期日 

    ○令和元年５月 14日 第３回口頭弁論期日 

    ○令和元年７月 11日 第４回口頭弁論期日 

    ○令和元年９月 12日 第５回口頭弁論期日 

    ○令和元年 11月 14日 第６回口頭弁論期日 

    ○令和元年 12月 26日 第７回口頭弁論期日 

    ○令和２年３月 12日 第８回口頭弁論期日（新型コロナウイルス感染症の

影響により期日取消し） 

    ○令和２年４月 16日 第８回口頭弁論期日（新型コロナウイルス感染症の

影響により期日取消し） 

    ○令和２年７月９日 第８回口頭弁論期日 

 

  ２ 現在までの裁判の状況 

  （１）訴えの提起から令和２年２月までの裁判の状況 

     平成 30年 12月７日に原告らによる訴えの提起の後に、第１回口頭弁論期日

から第７回口頭弁論期日まで、原告と被告は双方の主張を行いました。主な

主張の内容については、資料１の２（１）被告の陳述の概要（準備書面（２）

について）のとおりです。 
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  （２）野洲市による準備書面（５）と上申書の提出 

     野洲市は、令和２年２月 20 日に準備書面（５）を提出し、原告らの主張が

従前からの主張と重複するためこれ以上反論は行わないことを主張しました

（資料２）。同時に、３月 12日の口頭弁論期日までに野洲市は被告側の証人と

しての証人尋問対象者に関する証拠申出書を提出すること、原告らに対しても

原告側証人に関する証拠申出書の提出を求めることを内容とする上申書を提

出しました（資料３）。 

  （３）３月 12日第８回口頭弁論期日の取消し 

     新型コロナウイルス感染症の影響により、裁判所から３月 12 日の第８回口

頭弁論期日を取消し、非公開による弁論準備手続等に付すことの可否に関する

意向確認がありました。そこで、野洲市は、これに同意すること等を裁判所に

上申しました（資料４及び資料６）。一方、原告らは、弁論準備手続等に付さ

ず、期日の延期を希望する旨等の上申を行いました（資料５及び資料７）。 

     この結果、裁判所は、昨今の諸情勢に鑑み、口頭弁論期日として維持するこ

とは適切ではないと判断すること、電話会議で進行を事実上協議することを提

案したが原告らの了解が得られなかったことを理由に３月 12 日の口頭弁論期

日は取り消すこととし、４月 16 日に期日を再設定するとともに原告らに対し

次の内容を要望しました（資料８）。 

     ○令和２年４月６日までに必要な主張反論を完了すること 

     ○同時に人証の申請も行うこと 

     また、裁判所は、原告らに対して、迅速な審理の実現に協力を願いたいと述

べています。 

  （４）原告らによる準備書面７の提出等 

     令和２年４月６日に提出された準備書面７において、原告らは、主に、令和

２年２月 14 日の野洲市民病院整備修正設計業務委託契約に関する事項と令和

元年７月からの市立野洲病院の運営状況に関する事項を主張しています。特に、

野洲市民病院整備修正設計業務委託契約については、訴状「請求の趣旨」の１

項の「野洲市民病院事業の実施設計に関して、一切の公金を支出」に含まれて

おり、本訴訟による差し止めの対象となると考えると主張しています（資料９）。 

     この主張に対して、野洲市は、野洲市民病院整備修正設計業務委託契約に関

する主張は別個の財務会計上の行為であり、住民監査請求を得ておらず住民訴

訟の要件を満たさないこと、その他の準備書面７において原告らが主張してい

る事業について反論する予定はないことの２点を主張しました。同時に、４月

６日が期限とされた原告らの人証の申請について、原告らがいまだ申請してい

ないことに対して、速やかに人証の申請をするよう強く求めました（資料 10）。 

  （５）原告らによる上申書の提出 

     令和２年４月８日、原告らは、緊急事態宣言が出たこと等を理由に４月 16
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日の期日の延期を求めること、弁論準備手続等については同意できないこと、

今後の立証予定についても昨今の状況により本人と面会できる日程の目途が

たたないことからこれらを踏まえて延期期日を希望することを内容とする上

申書を提出しました（資料 11）。 

     野洲市は、この令和２年４月８日付上申書に対しての主張は行わず、裁判所

の判断を待つこととしました。 

  （６）４月 16日第８回口頭弁論期日の取消し 

     新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年４月 16 日の第８回口頭

弁論期日は取消しとなりました。 

     令和２年５月 22 日、裁判所から次回期日に関する連絡があり、第８回口頭

弁論期日は令和２年７月９日と決まりました。 

 

第３ 第２次住民訴訟 

  １ 現在までの経緯 

    ○令和元年８月 20日 原告らによる住民監査請求の提起 

    ○令和元年 10月 21日 住民監査請求結果の通知 

    ○令和元年 11月 14日 原告らによる訴えの提起 

    ○令和元年 12月 26日 第１回口頭弁論期日 

    ○令和２年３月 12日 第２回口頭弁論期日（新型コロナウイルス感染症の

影響により期日取消し） 

    ○令和２年４月 16日 第２回口頭弁論期日（新型コロナウイルス感染症の

影響により期日取消し） 

    ○令和２年７月９日 第２回口頭弁論期日 

 

  ２ 第２次住民訴訟の概要 

    第２次住民訴訟では、野洲市民病院整備事業の整備工事契約の差止め、旧野洲

病院と野洲市との事業譲渡契約に関する損害賠償や旧野洲病院に貸し付けた債

権の放棄の差止め、第１次住民訴訟の弁護士費用の損害賠償について争っていま

す。 

 

  ３ 第２回口頭弁論期日の取消しとその後の経過 

  （１）第２回口頭弁論期日の取消し 

     上記第１次住民訴訟と同様、第２次住民訴訟についても令和２年３月 12 日

の第２回口頭弁論期日が取り消され、４月 16 日に期日が再設定されました。

そして、裁判所は、原告らに対して期日間に必要な主張反論を行うよう要望し

ました（資料８）。 

  （２）原告らによる上申書の提出 



 6 / 35 
 

     令和２年４月８日、原告らから、緊急事態宣言が出たこと等を理由に４月 16

日の期日の延期を求めること、弁論準備手続等については同意できないことを

内容とする上申書が提出されました（資料 12）。 

     野洲市は、この令和２年４月８日付上申書に対しての主張は行わず、裁判所

の判断を待つこととしました。 

  （３）４月 16日第２回口頭弁論期日の取消し 

     新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年４月 16 日の第２回口頭

弁論期日は取消しとなりました。 

     令和２年５月 22 日、裁判所から次回期日に関する連絡があり、第２回口頭

弁論期日は令和２年７月９日と決まりました。 

 




























































